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土
地
制
度
泊
草
概
要

肇
鴻
に
於
け
る
小
作
制
皮
は
今
向
ほ
甚
だ
幼
雅
な
般
滋
に
在
っ
て
、

多
〈
は
迷
、
さ
m

げ
か
ら
山
慣
行
を
北
(
俄
仁
保

存
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。

き
れ
ば
そ
の
現
般
を
詳
か
に
す
る
た
め
に
は
慣
行
に
つ
い
て
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
が
、
小
作
の
慣
行
を
知
る
た
め
に
は
議
栂
同
様
以
来
の
土
地
制
度
の
御
成
に
つ
い
て
共
の
沿
革
を
窺
っ
て
み

る
必
要
が
ゐ
る
。

両
紙
千
六
汀
年
間
引
に
和
陶
人
が
豪
相
聞
に
古
撮
す
る
に
歪
っ
て
か
ら
以
後
の
-
」
ご
は
、

ゃ
、
史
貨
の
徴
す
べ
き
も

面面
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事
町
内
小
作
制
度

弟
二
寸
六
告

議

ヨ五

節
凹
観

の
が
ゐ
る
が
、
そ
の
以
前
の
こ
ど
は
多
く
知
る
向
h
な
い
o

た
い
V

そ
の
全
土
に
捗
っ
て
蕃
人
が
散
在
し
て
居

τ狩

獄
を
ま
ご
し
多
少
ゆ
幼
稚
な
農
業
を
鐸
む
で
沼
た
こ
己
が
知
h
得
ら
れ
る

ωみ
で
ゐ
品
。
そ
し

τ少
数

ω支
那
人

正
和
道
の
加
岬
叫
矧
に
属
す
る
日
本
人
ご
の
移
住
し
た
り
交
通
し
た

h

L
て
居
た
こ
ご
が
知
h
得
ら
れ
る
り
み
で
あ

る。
前
人
が
盈
鴻
に
占
協
す
る
仁
王
っ
て
か
ら
は

迫
々
に
七
段
階
も
混
肱
的
な
意
味
に
於
て
開
後
せ
ら
れ
る
-
』
正
に

な
っ
た
が
、

そ
れ
は
議
市
地
方
を
中
心
ご
じ
主

Z
L
τ
南
部
地
方
の
一
小
部
分
に
限
ら
れ
た
。

そ
[
て
治
的

H
A

1
1
1
i
 

の
採
っ

τ
m
k方
針
は
所
副
商
業
机
民
主
義
で
あ
っ
て
貿
易
上
の
利
盆
を
得
る
唱
}
正
に
重
き
を
位
い

t
尉

τ、
良

好
な
る
必
泌
を
占
傾
l-
工
貿
易
上
の
足
場
を
堅
め
る
こ
デ
ぜ
主
正
し
た
か
ら
、
土
地

ω開
拓
や
農
業
的
提
臓
に
は

十
分
内
力
が
致
き
れ
い
た
わ
り
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
長
尚
は
陶
人
り
お
蔭
で
小
部
分
な
が
ら
も
閃
拓
せ
ら
れ

る
こ
正
に
は
な
っ
た
の
で
あ
る
。

的
人
が
選
出
叫
に
布
い
た
土
地
制
度
に
つ
い
て
も
史
楽
に
司
』
れ
を
詳
仁

L
な
い
が
寸
前
人
白
-
フ
資
本
ヲ
給
V

土
民

ヲ
ジ
一
フ
閥
怨
-
ふ
り
ア
ジ
メ

祖
殺
ヲ
徴
牧
シ
之
ヲ
王
問
ト
名
ケ
民
ρ

立
(
回
ヲ
私
有
肘
油
器
λ

片
-
一
ア
ラ

λ
v
-
7

之
ヲ
山
H
-一
受
ケ
租
ヲ
般
メ
タ
片
毛
ノ
ト
ス
印
人
民
日
唯
夫
土
地
ノ
小
作
総
ヲ
有
λ

ル
ニ
描
キ
ス

V
7
所
有
維
A

蘭

ご
セ
ら
れ
で
あ
る
。
(
計
H

仰
山
志
識
は
尚
に
副
す
)

人
二
郎
ジ
所
調
官
仰
ノ
主
義
ヲ
行
ヒ
タ
作
屯
ノ
ノ
如
シ
」

蘭
人
の
牽
尚
占
協
は
一
六

O
O

一
ム
ペ
ム
ハ
一
年
頃
り
こ
ご
で
あ
っ
て
.

次
で
鄭
成
功

ω時
代
ご
な
っ
た
の
ピ

臨川主防Jtm，川査哲郎部副査部二日ltu山4 許可5 笹-}， (fo 
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が
、
北
(
統
治
は
軍
政
的
に
つ
:
仁
し
ん
之
に
依
て
支
那

ω
人
民
正
思
想
古
制
度
ご
が
主
宰
鴻
を
支
配
す
る
枚
抽
出
が
括

へ
ら
れ
る
こ
さ
、
な
っ
た
。

朗
人
に
代
つ

1
地
制
を
布
き
宮
田
吉
花
田
正
佳
盤
ド

一
婚
す
る
土
地
ピ
の
匝
別
企
設
け
た
。
官
旧
は
蘭
人
時
代
り
王
旧
仁
猛
る
も

ωで
共
所
有
は
鄭
家
に
一
泊
し
耕
人
は
皆

鄭
氏
の
土
地
拓
殖
方
訟
は
主

F
Lて
屯
岡
の
制
に
依
h
J
、

官
の
小
作
人
で
ゐ

h
、
や
は
り
背
側
主
義
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。
忍
聞
は
郷
氏

ω由
市
議
及
文
武
官
が
有
力
な
人

民
ご
協
力
し
佃
人
を
抑
制
来
し

τ開
裂
し
た
も
的
で
、
小
作
料
を
佃
人
か
ら
取
立
て
日
常
献
を
官
に
納
め
、
止
(
所
心
付
は

宗
議
文
武
官
又
は
有
力
者
に
胤

L
た
の
で
ゐ
る
。
都
目
岬
慌
に
脱
す
る
土
地
正
は
屯
兵
附
墾
地
で
め
っ
て
、
屯
制
し
て

自
利
自
給
4
る
も

ωを
骨
盤
ョ
己
名
り
・
そ
の
土
地
は
「
三
年
間
裂
、
然
牧
定
北
λ

上
中
下
則
、
以
立
川
枕
」
己
せ
ら
れ

τあ
る
か
ら
、
北
(
開
懇
地
は
墾
者
的
私
有
に
魁
ゼ
し
め
ら
れ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

制
畑
氏
山
代
は
一
六
六

-
1
i
一
六
人
三
年
で
究
い
で
消
制
統
治
附
代
一
六
人
三
|
|
一
入
九
五
年
百
な
る
。
此

時
代
に
至
つ

τは
挙
制
叫
に
封
ず
る
支
那
人
(
特
に
一
一
職
処
人
ご
腕
京
人

)ω
移
住
錨
i
雌
に
行
は
れ
、

a

・
山
山

}

I叶

assA
守
Am

i
J

よ

U
H古
l

愈
』
庇
き
に
沙
つ

τ行
は
れ
る
で
フ
に
な
っ
た
。
そ

L
て
査
一
附
地
方
は
併
に
附
郷
川
代
じ
於

τは
川
、
開
裂
し
謹
さ

れ
て
居
に
か
ら
、
消
制
時
代
じ
盆
I
多
〈
の
移
住
者
を
見
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
は
‘

開
拓
は
夏
に
一
山
部
地
方
や

誌
〈
北
部
地
方
に
伸
び
一
行
く
一
」
主
に
な
っ
た
。

清
朝
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
土
地
制
度
を
如
何
じ
し
に
か
己

ν
ふ
に
、

鄭
氏
時
代

ω制
度
を
整
理
し
、

宮
田
私

論

壷
肌
岡
山
小
伺
制
度

俸
制
批

第
二
十
J
ハ
佐
官

議

五
三
三
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遅
滞
白
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

五
三
四

第
四
掠

聞
は
悉
〈
私
業
(
誰
N

議
の
備
利
、
と
し
て
自
性
質
は
後
に
空
ヲ
)
ご
錫
し
、
叉
従
来
の
租
績
を
酌
減
し
、
鄭
氏
の
産
は
悉
(
こ

れ
を
民
に
蹄
せ
し
め
其
租
額
も
多
少
軽
減
し
た
。
郎
も
こ
れ
に
依
っ

τ官
佃
の
制
は
廃
滅
に
蹄
す
る
こ
正
、
な
っ

?』

O

み
J

以
上
略
記
す
る
所
に
依
T
観
れ
ば
、
中
盤
鴻
の
開
拓
は
先
づ
豊
南
地
方
を
中
心
E
t
f
行
は
れ
、
其
の
地
方
に
於

て
は
土
地
制
度
も
蘭
人
時
代
鄭
氏
時
代
清
朝
時
代
さ
統
治
者
の
獲
る
に
連
れ
て
多
少
づ
、
一
漣
漣
し
て
来
た
。
そ
し

て
嘗
初
は
況
に
仁
地
を
耕
作
す
る
者
は
官
布
地
の
小
作
人
た
る
に
過
ぎ
十
そ
の
私
布
艇
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
鄭
氏
時
代
か
ら
官
有
地
以
外
に
な
有
地
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な

h
、
清
朝
時
代
に
入
つ
て
は
官
有
地
主
義

は
す
た
れ
て
土
地
仁
謝
す
る
私
省
棋
は
一
般
的
に
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
o

然
し
清
朝
時
代
に
於
て
は

そ
の
な
ふ
伯
雄
は
、
所
諦
業
主
確
な
る
も
の
で
完
全
な
所
有
権
ご
は
や
、
其
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

L
て
小
作
制
は
所
謂
佃
制

Z
L
τ
こ
れ
に
件
。
趨
還
し
又
品
目
述
し
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
業
主
催
者
ご
仰
人
正
の
問

に
は
複
雑
な
る
様
利
聞
係
が
出
来
上
る
こ
ご
に
な
っ
た
。

き
れ
ば
肇
憶
に
於
け
る
小
作
慣
行
を
詳
に
せ
ん
が
矯
に
は
、
新
〈
の
如
〈
に
し
て
愛
遜
L
来
た
れ
る
土
地
制
度

特
に
泊
朝
統
治
の
下
に
畿
達
し
た
土
地
制
度
に
件
ひ
て
造
h
J
成
百
れ
た
る
土
地
に
劃
す
る
財
産
権
に
つ
い
て
、
夏

に
や
、
詳
し
〈
観
・
袋
す
る
所
が
な
〈
て
は
な
ら
凶
。
そ
し
て
清
朝
時
代
に
於
て
は
開
拓
が
蕃
地
を
除
〈
以
外
出
捌
く

会
島
に
及
ぶ
や
，
フ
仁
な
っ
た
か
色
、
北
(
統
治
に
伶
ム
土
地
制
度
や
土
地
に
閲
す
る
財
産
挫
の
構
成
も
、
会
島
に
渉

同 t一三一一一阿到。3) 
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っ
て
行
は
れ
る
こ
ご
、
な
っ
た
o

闘
よ
h
地
方
に
依
h
慣
行
上
多
少
づ
、
の
相
違
の
存
す
る
は
言
を
侯
た
ダ
る
所

で
あ
る
。

第
二
章

士
地
に
闘
す
る
権
利

第
一
節

概

観

何
れ
の
闘
に
在
っ
て
も
封
越
的
制
度
の
行
は
れ
る
時
代
に
は
土
地
に
附
す
る
権
利
は
多
(
霊
前
四
し
て
目
的
て
共
同

の
則
一
係
の
錯
雑
な
る
を
常
ご
す
る
o

日
耳
曇
古
川
出
や
英
凶
怯
に
於
て
も
さ
う
で
あ
っ
た
が
、
我
闘
の
出
国
制
度
を

見
て
も
、
上
に
飯
山
北
又
は
士
小
気
あ
h
J
中
間
に
地
以
あ
ー
り
、
英
下
に
庄
司
又
は
庄
長
ゐ
ー
り
そ
し
て
川
以
下
位
に
百
姓
が

目
的
る
ご
い
ふ
風
で
あ
っ
た
。

下
っ
て
徳
川
時
代
に
歪
っ
て
も
上
に
諸
候
ゐ
b
其
ド
仁
庄
屋
又
は
名
市
ご
い
は
れ
る

も
の
が
居
h
、
そ
L
て
其
下
に
農
民
が
騎
て
農
民
中
仁
又
地
主
ピ
い
よ
や
う
な
も
の
ど
小
作
人
ど
が
あ
っ
た
o

此

等

ω人
々
は
何
れ
も
皆
土
地
刈
闘

L
て
一
定
的
牧
銭
的
な
権
利
を
有
っ
て
居
た
り
で
ゐ
っ
て
、
北
方
聞
の
附
係
は
ま

-
』
古
仁
被
雑
な
も
の
で
あ
っ
仏
。
官
輩
出
問
に
於
て
も
亦
一
地
に
闘
し
て
祖
権
ご
稽
す
る
数
栂
の
牧
盆
的
財
産
拙
が
相

重
な
ム
リ
人
口
っ
て
居
る
こ
ピ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

十
袋
、
常
に
於
て
小
作
農
業
に
従
事
す
る
者
的
土
地
に
針
す
る
質
際
の
関
係
を
見
る
に
、

直
接
士
地
を
E
H
有
[
て
之

を
耕
作
す
る
者
は
削
も
小
作
人
で
あ
っ
て
佃
人
又
は
現
耕
佃
人
ご
い
は
れ
、
此
者
に
土
地
を
貸
興

L
年
々
一
定
の

前

lr'..i: 

昼
間
の
小
作
制
度

品
二
十
六
谷

五
三
五

第
四
観

丑I
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論

議

蓮
博
自
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

大

玉
三
大

第
四
扱

小
作
料
を
取
る
者
を
小
租
戸
ご
い
ひ
其
小
作
料
(
租
毅
)
を
小
租
ご
い
ふ
。
所
が
?
』
の
小
租
戸
の
上
に
叉
一
の
構
利

者
が
あ
る
場
合
が
少
一
〈
な
い
。
郎
も
小
租
戸
か
ら
一
定
の
租
殺
を
取
得
す
る
者
で
あ
っ
て
之
を
大
租
戸
ご
い
ひ
共

税
殺
を
大
租
ご
稽
す
る
。
小
租
戸
及
大
租
戸
を
ば
俗
に
稀
し
て
頭
家
ぜ
い
ふ
。

こ
の
関
係
は
一
見
複
雑
で
あ
る
が
、
喜
一
栂
に
於
工
土
地
の
開
墾
せ
ら
れ
た
る
欣
況
を
考
へ
て
み
れ
ば
察
易
に
了

解
す
る
こ
ご
が
出
来
る
。
所
詞
大
租
戸
は
蛍
初
官
府
又
は
蕃
人
か
ら
土
地
の
開
懇
維
を
取
得
し
た
者
で
、
自
ら
は

之
を
開
怨
し
な
い
で
叉
真
に
之
を
小
祖
戸
に
貸
拠
へ
て
開
墾
せ
し
め
、
共
代
償

E
L
て
靴
毅
を
納
入
せ

L
め
る
の

で
あ
る
。
大
租
戸
は
官
に
相
到
し
て
は
地
租
を
負
掃
す
る
が
、
蕃
人
か
ら
土
地
の
開
墾
楠
を
獲
た
場
合
に
は
こ
れ
に

蕃
租
を
納
め
る
義
務
ぞ
負
ふ
。
然
る
に
蕃
人
か
ら
土
地
の
開
墾
出
怖
を
得
た
者
が
自
ら
土
地

ω開
墾
を
怨
し
た
場
合

に
は
、
彼
は
小
視
戸
ご
な
'
り
務
租
は
大
和
Z
な
る
わ
け
で
あ
る
。

右
の
紋
態
な
る
が
故
に
肇
隣
の
農
地
に
劃
し
て
は
、
先
づ
直
接
に
其
上
に
存
す
る
機
利
ご
し
て
は
小
作
機
が
あ

h
.
共
上
位
に
小
視
機
あ
り
、
叉
其
上
位
に
大
祖
桃
ゐ
h
、
此
等
が
相
重
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
術
ほ

肇
鴻
の
土
地
は
天
然
的
に
は
水
利

ω便
が
忍
(
て
多
く
は
人
工
的
な
水
利
に
依
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
他
人
の
放

資
に
依
て
出
来
た
水
利
を
受
〈
る
者
は
こ
れ
仁
謝
し
て
年
々
一
定
の
金
穀
を
水

mzLτ
負
指
せ
な
り
れ
ば
な
ら

一一…-

ぬ
。
そ
こ
で
普
通
に
は
右
の
小
租
椎
の
上
に
克
に
水
租
権
が
存
す
る
。
そ
し
て
大
租
椎
の
上
に
は
真
に
蕃
租
機
が

ゐ
・
り
、
若
〈
は
大
祖
師
慌
に
代
っ
て
蕃
租
健
一
炉
存
す
る
。
試
に
比
等
の
諸
椛
の
重
復
せ
る
有
様
守
岡
解
す
れ
ば
左
の

.‘ ， ..・.'唱・4
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大
利
(
又
は
恭
一
淵

)
-
l小
租

l
l佃
人

l
l嗣剛一

水
租
-
|
|
一I I 

-寸

|副

右
は
普
通

ω放
態
で
め
る
が
、
例
外
Z
し
て
は
、
大
租
ピ
小
租
ご
が
同
一
人
に
蹄
す
る
も
あ
ち
、
叉
土
地
は
こ

れ
を
小
作
せ
し
め
な
い
で
小
税
戸
が
自
作
す
る
の
も
あ
る
。
叉
地
方
に
依
て
は
名
稽

ω異
る
も
ゐ
h
、
又
全
〈
大

視
小
租
等

ω槌
利
の
存
せ
な
い
の
も
め
る
。
叉
納
親
義
務
の
負
携
者
も
上
に
一
不
す
や
う
な
順
序
eT
維
な

νで
契
約

に
依
っ
て
伺
人
が
小
租
戸
に
代
っ
て
大
租
水
杭
株
租
等
凶
一
部
北
引
く
は
全
部
を
納
入
す
る
場
合
も
少
〈
な
い
。
叶
押

に
納
租
義
務

ω賞
際
上
に
於
り
る
負
備
に
至
つ
て
は
、
小
和
戸
た
る
者
ご
伺
人
ご
の
間

ω小
作
地
に
闘
す
る
需
給

昨
肌
強
や
両
者
間
の
経
済
上
枇
品
目
上
等
的
買
力
的
消
長
に
依
っ
て
定
ま
る
事
情
が
多
い
か
ら
、
小
作
地
山
供
給
が
需

要
に
到
し
て
不
足
し
た
り
小
作
人

ωカ
が
弱
か
っ
た

b
す
る
所
で
は
、
小
作
人
た
る
佃
人
に
於

τ水
租
は
勿
論
的

-
」
己
大
租
や
蕃
祖
も
悉
〈
負
強
す
る
や
う
な
場
合
の
生
守
る
こ
ぜ
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
節

業

主

+宜

論

議

じ

車
岡
町
白
小
作
制
度

第
一
一
十
六
巷

五
三
七

第
四
山
田

岩崎話出制度訓荘一斑汁 ，Ji。主主1母l[問調査骨量〉一括調査!ii-.[rH'世告書上

笹六 l'二i1。
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五
三
八

ノ、

停
二
十
六
を

第
同
蹴

諦

議

壷
樽
O
小
作
制
度

前
節
に
一
市
す
所
に
図
て
是
を
翻
れ
ば
、
盈
滋
に
荘
つ
て
は
土
地
に
謝
し
て
は
、
内
地
に
於

t
e
』
れ
を
見
る
や
う

な
間
早
純
な
所
有
出
慌
て
い
ふ
も
の
は
存
せ
な
い
九
回
畑
に
つ
い
℃
は
、
小
租
戸
な
る
も
の
が
之
に
劃
す
る
質
械
を
有

l
、
之
を
占
有
牧
盆
随
分
す
る
こ
子
宮
得
工
、
恰
も
所
有
者
の
や
う
な
地
位
を
占
め
て
居
る
。
け
れ

H

と
も
共
上
に

は
大
枝
的
負
擦
が
つ
い
て
居
1
完
全
な
権
利
で
は
な
く
、
恰
も
所
有
椎
の

t
に
地
役
擁
な
ど
の
負
撚

ω
つ
い
て
居

E
Pう
よ
‘
I
E
E
b
b
o

z
m
-
:
T
J
A
1一
本
と
』
一

Y

元
来
支
那
法
系
に
は
土
地
の
所
有
椎
な
る
御
念
が
存
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
盛
出
叫
に
於
て
も
土
地
じ
開
削
す
る
樺

刺
者
は
搬
し

τこ
れ
を
業
主
正
レ
ひ
、
其
権
利
を
業
主
椎
ご
い
ふ
。
わ

H
u
y

北
(
桃
利
の
性
質
内
副
社
等
は
弘
知
ん

H

と
所
有

権
に
近
〈
、
上
に
一
市
す
や
う
に
A
H
踏
附
所
布
雄
己
見
れ
ば
大
過
な
い
の
で
あ
る
。

此
説
に
つ
い
て
、
挙
制
問
答
慣
調
査
品
目
報
告
書
は
『
抑
支
那
ノ
法
理
川
英
閣
法
卜
同
γ
ク
普
天
之
下
英
非
王
土
ヲ

以
一
プ
根
本
ノ
主
義
ト
Z

是
支
那
訟
-
一
土
地
ノ
所
有
機
ナ
Y

概
念
ノ
存
セ
サ
U
F

所
以
ナ
リ
而
シ
7
支
那
-
一
於
ゲ
ケ
比

主
義
ノ
仰
一
プ
基
ク
所
ヲ
案
ス
U
Y

ニ
封
建
法
ノ
主
義
-
一
従
ヒ
会
法
判
私
法
ヲ
匝
別
セ
ス
側
土
主
雌
ト
在
法
上
ノ
所
有
権

ト
ヲ
同
一
一
瑚
ス
戸
-
一
出
タ
ル
ヨ
ト
疑
ナ
V

ト
雌
ト
三
然
カ
毛
支
那
-
一
於
-
プ
ρ

必
ス
ジ
モ
此
思
怨
ノ
ミ
ニ
非
ス
遠
ク

共
由
来
ヲ
探
V

川
古
来
土
地
ヲ
以
一
一
プ
会
有
ノ
モ
ノ
ト
V

私
人
ノ
之
ヲ
私
ス
W

ヲ
禁
ス
戸
ヲ
以
7
政
治
ノ
基
礎
ト
経

済
ノ
大
本
-
F

矯
v
b
y
p
ノ
形
跡
ア
ソ
」

Z
設
い

τ居
る
。
其
マ
辿
h-
に
違
い
な
い
。

失
に
業
主
的
字
義
で
あ
る
が
、
肇
憾
で
は
業
の
字
は
お
に
不
動
産
を
指
す
の
が
償
問
円
い
か
ら
、
業
主
，
己
い
へ
ば

舗を第一回羽i世古上告六十八頁。G) 

ー'・.・1・・'



不
動
産
の
主
正
い
ふ
意
味
に
解
す
る
の
が
普
通
で
ゐ
る
o

然
L
業
ご
い
ふ
字
の
本
来
の
意
義
は
生
業
、
作
業
、

業
宥
〈
は
佐
業
な
ど
い
ふ
場
合
に
於
け
る
が
如
〈
物
白
健
を
指
す
の
で
は
な
い
。
た
い
Y

筏
陪
之
を
川
町
周

L
て
田
岡

屋
字
共
他
山
川
畑
、
阪
蕩
、
桜
山
出
、
応
臨
時
.
草
加
等
の
類
で
生
産
の
根
本
正
な

h
得
べ
き
も
の
を
業
ピ
呼
ぶ
こ
ご
に

な
っ
た
の
ど
が
、
動
産
は
之
を
物
ご
い
っ
て
業
正
は
い
は
な
い
。
従
て
た
ご
へ
不
動
産
で
も
疏
燕
地
で
生
産
の
用

に
ー
た
な
い
も
の
は
業
ピ
は
h
v

は
な
い
。
共
代
h
，
到
底
で
も
事
正
姉
、
』
は
之
を
業
ざ
い
ふ
を
常
ご
す
る
の
で
ゐ

4
0

。そ
こ
で
駕
慣
調
査
命
日
の
報
告
書
は
弐
の
や
う
に
説
明
し
て
居
る
。
印
も
臼
〈
「
業
ト
ρ

頗
立
央
闘
法
ノ

】

h
E
R
O

ノ
概
念
ニ
瀬
似
uv
必
ス
V

4

4

権
利
ノ
物
館
タ
ル
土
地
共
物
ヲ
指
λ

-

一限-ア
λ

一
定
(
一
定
人
?
)
ニ
蹄
溺
Z

F

土
地

-
一
間
刷
ス
炉
桃
利
ノ
会
陸
ヲ
指
V

恰
毛
英
同
一
一
於
-Y
所
有
者
ノ
質
取
主
、
貸
借
入
ノ
伊
E
R
ア
戸
カ
如
之
量
的
ニ
於

7
4屯
大
和
戸
、
小
杭
戸
、
典
主
等
ノ
業
ア
リ
各
北
(
業
ノ
主
タ
ル
毛
ノ
ナ
P
F
Z
Y
ノ
翻
念
ナ
戸
可
ジ
如
斯
ク
論
z

p

ト
キ
』
所
調
業
主
ナ
戸
毛
ノ
ρ

決
ジ
ア
之
ヲ
土
地
-
一
闘
1

作
品
強
ノ
権
利
ヲ
布
ス
片
者
卸
所
ト
付
限
(
者
?
)
二
比

ス
可
キ
者
ニ
限
一
フ
ス
汎
P
土
地
ニ
閲
1

y
機
利
ヲ
有
ス
ル
者
ヲ
包
合
セ
サ
片
可
ラ
ス
且
定
詰
ク
戸
支
那
及
f
A

噴
出
問
-
一
於

ク
ル
従
来
業
主
ナ
十
文
字
-
一
附
ジ
タ
ル
意
義
ナ
戸
可
γ
い
ピ
。

す
ぺ
て
斯
や
う
な
布
様
な
れ
ば
、
牽
鴻
の
奮
慣
に
於
て
は
土
地
に
謝
す
る
完
全
な
所
有
者
な
る
も
の
は
無
い
の

仙一一一一

-FE.
、，、

今
』
ト
ム
川
N

ご
に
か
〈
農
地
に
つ

γ
て
は
大
租
戸
や
小
粗
戸
が
所
副
業
主
梯
者
£

L
て
土
地
を
支
配

L
、
小
作
人
た
る

古市

議

VH栂
の
小
判
制
院

品
ニ
十
六
谷

玉
三
丸

佑
凹
艇

プL

水

向上七1山一一七 r.T1.:H。
rfiLl::.七十六1"108) 
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市且.

讃

出
量
樽
自
小
作
制
度

第
二
十
六
巷

五
四
O

第
四
腕

C 

佃
人
は
此
等
向
者
か
ら
土
地
を
借
り
て
耕
作
す
る
り
に
か
ら
、
所
調
小
作
腕
係
は
比
等
内
業
主
権
者
Z
佃
人
吉
の

問
に
生
じ
す
る
わ
け
で
ゐ
る
。
そ
し
て
上
仁
も
述
べ
た
や
う
に
官
府
や
蕃
人
か
ら
土
地
的
関
胡
皆
様
を
獲
た
者
が
白

ら
開
懇
り
事
業
を
行

ο移
民
を
招
来
し
て
共
闘
墾
耕
作
の
勢
務
に
常
ら
し
め
共
土
地
を
小
作
せ
し
め
る
場
合
も
ゐ

れ
ば
、
開
銀
椛
利
者
か
ら
引
受
け
た
開
削
盟
国
の
府
民
際
内
開
墾
を
し
た
者
が
・
共
闘
墾
地
の
耕
作
に
付
い
て
は
夏
仁

又
他
人
を
招
い
て
之
に
常
ら
し
め
る
ニ
ご
に
し
・
議
に
大
和
戸
己
小
槌
戸
ご
の
隠
別
を
生
十
る
場
合
も
め
る
o

前

者
の
場
合
に
於
て
は
小
作
闘
係
は
開
墾
機
利
者
た
る
怨
戸
芭
佃
人
ご
の
間
に
生
じ
、
後
者

ω場
合
に
於
て
は
小
租

戸
ご
耕
作
者
ど
の
間
に
生
A
V
る
。
そ
し
て
後
者
の
場
合
に
は
懇
戸
(
叉
は
懇
者
)
に
謝
立
せ
る
佃
人
は
麗

ιて
小
租

戸
さ
な
る
が
故
に
、
こ
の
小
租
戸
に
劃
立
し
て
ほ
ん
己
に
小
作
を
す
る
者
を
ば
魂
耕
仰
人
ご
い
よ
の
で
あ
る
。

今
こ
の
二
様
の
場
合
を
解
h
易
(
問
解
す
れ
ば
究
の
ゃ
う
で
あ
る
。

ト
筒
凹
早
な
る
場
合
(
現
耕
佃
人
の
存
せ

F
る
場
合
)

官
/
↑
|
地
租
|
一

蕃
枇

ι
t

懇
戸
1
1
1
1
1伺
戸

l
u
-
-
1
1
i

一
T
大
租
1
1
¥
1

蕃
人
↑
|
|
蕃
租

!
l一

に
複
雑
な
る
場
合
(
現
世
制
人
の
存
す
る
場
合
)

1岩本選 郎「本品の，U;血出dJ1tに就て J(護隊』昼、1f側三百四 1-::腕且三百四十凹

腕別刷)八頁。
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官
ペ
リ
l
l地
租

!
l
一一(

恕
戸
)

蕃

人

咽

戸

1
lゆ
租
戸
|
|
現
耕
佃
人

蕃

枇

，

/

/

大

租

¥

一
見
よ
ほ
ど
複
雑
に
出
来
て
居
る
や
う
で
あ
る
が
、
す
べ
て
開
怨
に
起
因
す
る
小
作
制
度
に
は
、
斯
の
如
、
き
閲

係
は
北
H

過
に
生
十
る
所
で
あ
る
o

我
園
内
地
の
小
作
慣
行
仁
於
て
も
開
墾
に
原
因
す
る
小
作
慣
行
な
ど
で
は
、
此

輔
の
獄
態
を
港
'
り
出

L
た
場
合
が
考
へ
ら
れ
る
。
的
も
地
主
ご
い
は
れ
る
懇
戸
に
賞
品
者
Z
小
作
人
正
の
間
に
小

作
側
係
の
存
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
雨
者
間
に
中
間
小
作
人
の
介
在
す
る
に
至
る
場
合
も
あ
b
得
る
。
た
い
γ

内
地

で
は
小
作
慣
行
は
色
々
に
縫
還
し
叉
新
L
い
法
律
似
念
の
下
に
m
H
憤
的
整
理
き
れ
た
所
も
あ
る
か
ら
、
常
今
で
は

一
般
的
に
由
民
〈
大
租
戸
、
小
租
戸
、
現
耕
倒
人
ご
V
ふ
や
う
な
複
雑
な
関
係
が
存
在
し
て
居
る
こ
ご
は
な
く
な
っ

τし
ま
っ
た
ゃ
う
で
ゐ
る
。
そ
し
て
農
地
に
つ
い
て
は
そ
の
地
主
権
は
、
こ
れ
を
民
法
に
定
め
て
居
る
所
山
所
有

雄
吉
し
て
見
る
よ
h
も
・
却
っ
て
壷
憾
に
於
け
る
業
主
雄
ご
し
て
見
た
方
が
、
賞
際

ω
朕
践
に
は
よ
h
よ
〈
抱
合

す
る
か
も
知
れ
な
か
O

育
事
み
康
〈
土
地

ω所
有
機
会
館
仁
つ
い
て
こ
れ
を
業
主
権
的
な
性
質

ωも
ω
吉
見
る
方

が
、
内
地
的
古
来
的
慣
習
に
も
よ

h
よ
く
泡
合
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
少
〈
ぜ
も
内
地
に
於
て
も
民
法
施
行
前
の

慣
行
ご
し

τは
農
地
に
劃
す
る
所
有
械
類
似
山
椴
利
は
業
主
機
的

ωも
の
で
あ
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
そ

L
て
そ
の

業
主
権
は
段
通
山
や
う
に
一
岡
地
止
的
な
濁
立
な
雄
利
で
な

f
て
重
な
b
合
っ
て
存
在
し
た
ゃ
う
で
あ
る
。
者
L

戸市

瑞

百
世
悔
の
小
作
制
度

第
刊
披

第
二
十
六
倍

ji 

四

一'J ・.， ~'. ci 



間』

艇

腕

選
栂

ω
小
作
制
度

第
二
十
六
密

五
四

第

こ
れ
を
所
有
権
ご
い
ひ
得
べ
〈
ん
ば
上
級
所
有
権
下
級
所
布
機
ざ
し
て
重
な
り
あ
っ
て
存
在
し
た
ゃ
う
で
ゐ
品
。

此
事
耐
刊
に
氷
小
作
制
に
つ
い
て
然
る
も
の
あ
る
を
見
る
o

言
ふ
迄
も
無
〈
小
作
人
の
権
利
は
其
等
の
権
利
の
昼
下

位
仁
在
っ
て
業
下
積
ピ
な
っ
て
居
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
上
に
示
す
所
は
業
主
椎
の
性
質
及
び
業
主
開
係
に
つ
い
て
の
三
乙
で
あ
る
が
、
失
に
農
地
を
小
作
に
附
す

る
こ
ご
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
益
出
問
で
は
こ
れ
を
賎
出
ご
い
1

ふ
。
賎
山
に
つ
い
て
信
慣
調
査
品
目
報
告
書
の
記
す
所
次

の
如
し
。

「
付
金
尚
-
一
ア
コ
賎
問
、
賎
佃
、
賎
管
、
賎
耕
、
北
(
他
招
般
、
賎
刺
等
ノ
文
字
常
-
二
見
ル
所
ニ
シ
一
プ
其
意
義
タ

Y

多
h

y

A

土
地
ノ
業
主
カ
他
人
プ
招
キ
自
己
ノ
土
地
ヲ
刻
作
セ
V

メ
叉
ρ

共
他
ノ
作
業
ヲ
持
7

V

ム
ル
ヨ
ト
ヲ
云

フ
ナ
9
0
今
康
烈
字
山
県
7
按
λ

ん
て
斗
陪
ノ
字
ヲ
宥
A
E
・E
・
-
-
-
然
レ
ト
主
目
又
那
一
本
土
二
一
於
-
一
プ
毛
招
照
、
賎
耕
等
ノ
文

巾
士
、
常
-
二
民
間
ュ
於
一
ア
使
用
λ

片所-一

V

一
ア
其
意
義
子
亦
妥
機
-
一
於
ゲ
戸
毛
ノ
ト
大
同
小
異
ナ
リ

J

ト
同
ク

洲
桶
相
知
鉱
-
一
川
股
佃
ノ
文
字
ア
ソ
共
意
義
タ
ル
土
地
ノ
来
十
一
-
一
代
P
耕
作
A

ル
佃
人
僕
隷
ト
一
去
フ
ェ
ア
作
毛
ノ

ナ
レ
』
賎
ヲ
以
-
一
プ
之
-
一
換
フ
ル
毛
其
立
主
目
ク
相
週
月
可
シ
其
他
賎
排
賎
管
ト
一
五
へ
片
毛
皆
是
主
夕
立
且
任
者
ア
リ
ノ

テ
之
工
代
7

7
管
理
叉
山
鹿
排
1

y

毛ノ-一

UV47
其
関
係
』
代
跡
叉
』
請
負
二
一
手
7

1

、
結
局
僕
隷
タ
片
ノ
怠
ヲ

脱
セ
サ
戸
ナ
リ
従
一
プ
賎
ノ
字
ρ

僕
ヨ
リ
時
化
V

タ
片
手
記
ノ
ユ
非
す
庁
、
月
前
筏
H
ノ
調
査
ヲ
待
ツ
」
ご
。

向
続
け
一
1
賎
出
の
法
作
闘
係
に
つ
い
て
説
明
し
て
レ
ふ
に
は
、

「
賊
字
ノ
意
義
大
略
右
ノ
如
シ
従
一
プ
熊
山
ト
』

調査第一川w背古ょを入 1-.三→一八 I回J.;，{。10) 
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其
正
常
ノ
意
義
-
一
於
テ
』
土
地
ノ
小
作
権
ヲ
奥
ア
F

コ
ト
ヲ
謂
フ
故
-
一
山
山
賎
者
ト
承
賎
者
ト
ノ
閥
ニ
』
純
然
タ
戸

土
地
ノ
貸
借
腕
係
ヲ
生
λ

戸
工
過
キ
ス
勿
論
山
賊
者
』
多
ク
A

毎
年
小
作
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
V
印
税
継

ヲ
ム
付
ス

:
賊
出
』
年
限
ヲ
定
メ
該
年
限
内
-
一
於
一
7
ノ
ミ
賎
出
闘
係
ヲ
持
続
1

F

ヲ
以
-
プ
本
義
ト
ジ
従
一
プ
業
主

地
ノ
移
憾
ナ
キ
ヲ
本
則
ト
ス

'
承
賎
者
』
山
賎
者
-
一
代
リ
ノ
テ
耕
作
1

ト
云
フ
ヲ
以
ア
本
来
ノ
飢
念
}
・
1

」
己
。

回
正
に
依
一
1
削
蹴
れ
ば
士
盤
的
に
在
て
は
小
作
関
係
は
司
」
れ
を
賊
倒
闘
係
ご
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
闘
係
は
山
賎
芭

承
賎
己
に
依
て
成
立
も
、
山
践
者
は
業
主
権
者
で
あ
h
，
承
賎
者
は
偶
人
又
は
現
耕
作
人
で
あ
る
。
そ
し
て
雨
者
間

に
は
租
(
小
租
)
が
授
受
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
ご
の
場
合
の
机
の
観
念
は
大
祖
小
租
の
相
封
闘
係
を
恭
略
言
し
て
活

ら
れ
る
も
の
で
ゐ
る
。

き
れ
ば
選
栂
の
小
作
刷
係
特
に
小
作
料
を
中
心
ご
[
て
見
た
る
小
作
関
係
を
知
る
た
め
に

は
、
大
租
吉
小
租
ご
に
つ
い
て
、
今
少
し
〈
詳
か
に
講
究
す
る
所
が
な
〈

τは
な
ら
泊
。

第
三
章

大

租
、、

』

小

租

第
一
節

泊

革

選
糠
に
於
け
る
小
作
閲
係
に
は
前
に
逃
ぺ
た
や
う
に
租
の
観
念
が
附
随
す
る
の
で
ゐ
る
が
「
租
ト
』

ー

地
-
ニ
刷
物
V

一
プ
費
生
ス
戸
忍
法
的
法
律
関
係
-
一
基
キ
構
利
者
-
一
於
ア
年
々
牧
受
ス
へ
キ
利
得
ヲ
云
ヒ
或
ρ

之
ヲ
枕

論

議

第
四
腕

選
栂
の
小
作
制
皮

娘
二
十
六
巻

五
回

， . . .... ~'. g ~ 



前

議

目見

巡
回
押
内
小
作
制
度

郁
二
十
六
各

第
四
時
価

五
四
四

ト
一
五
フ
:

而
v
-
Y
大
視
小
租
二
量
尚
-
一
於
グ
ル
租
雌
中
最
-
製
部
分
ヲ
占
ム
w
y

毛
ノ
品
川
V
7
m岡
ノ
業
主
力
他

入
品
川
首
V

一
プ
負
捻
ス
戸
毛
ノ
ヲ
大
租
ト
一
去
ヒ
田
園
ノ
業
主
カ
其
佃
人
(
小
作
人
)
ヨ
リ
牧
受
λ

y

毛
ノ
ヲ
小
組
l
一五

フ
」
さ
れ
ば
小
作
関
係
を
尋
ぬ
る
に
就
い
じ
は
小
租
が
最
も
重
さ
意
義
を
有
す
る
。
然
る
に
小
租
は
大
机
ご
相
指

関
係
に
在
り
、
小
机
川
り
怠
義
性
質
州
市
を
究
む
る
に
は
、
大
租
に
つ
い
て
も
併
せ

τ抑
察
す
る
所
が
な
〈

τは
な
ら

由主。
H
リ

こ

阿

川

通

-

司

J
d
Z
A
'
一P

二、

」
岡
阿

p
‘
間
同
γ
引
M
p
t
p
J
、み
J

X
、‘
z
J
p
h

常
初
土
地

ω開
墾
を
匁
す
た
的
に
其
椎
利
を
獲
た
る
者
は
、

開
拓

u-M際
に
賞
品

人
々
を
招
来
し
て
土
地
内
開
墾
ご
耕
作
ご
を
潟
さ
し
め
、
比
百
等
り
人
々
は
所
詞
倒
戸
ご
し
て
懇
首
に
年
々
一
定
的

和
穀
を
納
め
た

ωで
ゐ
る
。

3
れ
ば
常
時
に
於
J

し
は
懇
首
は
土
地

ω業
主
で
ゐ
っ
た
。
闘
も
懇
首
は
地
主
で
仰
戸

は
小
作
人
で
ゐ
っ
た
o
然
る
に
絡
に
至
つ
て
は
墾
首
は
縫
じ

τ大
和
戸
己
な
h
、
た
h
y

小
組
戸
に
劃
し
て
徴
組
り

織
を
有
す
る
に
過
ぎ

F
る
も
の
ご
な
b
、
叉
骨
同
初

ω佃
戸
は
漣
じ
て
小
羽
戸
己
な
っ
て
土
地

ω質
維
を
掌
握
し
業

主
ご
な
る
や
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
嘗
初
り
懇
首
は
概
ね
省
力
な
る
紳
民
で
ゐ
っ
て
慶
大

ω地
面
に
渡
'
り
権
利

を
有
し
多
数

ω仙
人
を
拐
い

τ其
地
域
ご
人
々
ご
を
支
配
し
小
諸
伎
の
削
酬
が
ゐ
っ
た
。
其
放
受
す
る
租
は
小
作
料

的
ゆ
性
質
り
も
の
で
あ
っ
た
げ
れ
ど
も
・
貨
は
税
枕
に
近
い
や
う
な
も
の
で
ゐ
っ
た
。
従
て
其
業
主
様
は
段
々
に
土

地
正
直
接
の
関
係
を
失
ひ
佃
戸
に
謝
す
る
蝶
利
ご
な
る
ご
同
時
に
、
他
方
佃
戸
は
植
接
に
土
地
の
刻
作
仁
従
事
す

る
も
の
で
め
っ
た
か
ら
J

自
ら
其
地
主
た
る
寅
機
を
握
る
や
う
に
な
る
を
避
り
待
な
か
っ
た
。
そ

Lτ
墾
首
が
佃

1M慣調査官第一阿相fElヰ上督官云 i二百。)
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戸
仁
奥
へ
た
械
利
は
小
作
機

ω
性
質
併
有
す
る
も
の
で
は
ゐ
っ
た
が
、

ぞ
れ
は
一
一
仰
の
永
小
作
桃
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
物
株
的
な
要
素
を
有
ハ
ノ
て
居
た
。

新
〈
て
時
代

ω経
過
す
る
ご
共
に
裂
首
は
質
紘
ピ
共
に
買
力
を
失
っ
て
波
落
す
る
者
も
少
〈
な
い
の
に
、
仰
戸

は
却
っ
て
帥
栄
え
る
者
が
多
〈
な
っ
て
、
其
初
め
耐
者
側
に
結
ば
れ
た
小
作
関
係
は
迫
々
に
崩
れ
て
、
佃
日
-
ぺ
は
葉
小

作
棋
を
自
由
に
世
田
分
し
た

h
o
叉
他
人
を
招
い

τ土
地
を
輔
貸
し
て
や
〈
ポ

rを
志
す
者
、
も
多
数
に
生
じ
、
佃
戸
の

下
に
真
に
所
繭
現
耕
佃
人
な
る
も
の
が
品
目
生
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
新
〈
て
卸
ち
同
一
の
耕
地
に
閲
し
て
墾

首
が
佃
戸
か

ι徴
放
す
る
所
の
も
の
己
・
仰
戸
が
現
耕
佃
人
か
ら
徴
牧
す
る
所
り
も
の
芭
ニ
側
の
牧
租
機
が
後
生

し
、
懇
首

ω牧
租
を
大
租
ご
い
ひ
、
佃
戸
の
牧
租
を
小
租
Z
呼
ぴ
な
す
に
至
っ
た
。

大
小
租
櫨
が
分
れ
る
に
至
っ
て
か
ら
は
.
北
(
の
何
れ
に
つ
い
て
も
寅
買
出
典
が
盛
に
行
は
れ
る
や
う
に
な
L
9
・

国
凶
仁
闘
す
る
法
律
倒
係
は

一
般
的
に
頗
る
泌
乱
山
り
布
品
慨
を
星
し
其
弊
堪
削
べ
か
ら
。
さ
る
に
至
っ
た
。
此
仁
於

τ
か
光
絡
十
一
年
劉
銘
仰
が
巡
撫
E
な
っ
て
壷
憎
仁
就
任
す
る
ご
共
に
之
が
改
革
に
志

L
、
終
に
光
絡
十
四
年
金

島

ω清
丈
を
行
ひ
、

一
般
仁
離
別

ω所
在
を
確
定
す
る
ご
共
に
、
論
告
を
描
惜
し
て
小
祖
戸
を
以
て
回
閣

ω業
主
ご

認
め
・
大
祖
戸
に
鼎
到
し

τは
そ
の
正
供
義
務
を
見
除

L
・
且
大
租

ω十
分
周
を
控
除
し
て
之
を
小
粗
戸
の
所
得
に

師
し
北
(
代
h
小
租
戸
に
正
供
納
付
内
義
務
を
負
は

L
め
る
噂
}
ご
に
し
た
。

こ
れ
を
劉
銘
州
滑
り
清
版
胡
業
ご
い
ふ
の

だ
が
、
そ
の
富
市
業
は
蛍
時
の
質
際
放
題
に
鑑
み
て
回
国
に
閲
す
る
株
義

ω関
係
を
法
制
上
整
理
し
た
ま
で
の
こ
ご

論

離

盛
時
の
小
作
制
度

第
二
十
大
巷

五
四
五

曲
伊
田
被

宝王
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論

叢

第
二
十
六
巻

弟
回
腕

五
四
六

で
あ
っ

τ、
こ
れ
に
依

τ回
図
的
業
主
離
が
初
め
て
大
祖
戸
か
ら
小
租
戸
に
移
っ
た
わ
り
で
は
な
い
。

官宜時

ω
小
作
制
空

第
二
節

大
租
小
租
の
牲
質

先
づ
大
租
に
つ
い
て
見
る
に
、
大
租
維
の
内
容
は
大
組
戸
が
小
租
戸
か
ら
年
々
一
定
の
租
殺
を
牧
受
す
る
を
得

る
ヨ
』
ご
こ
れ
で
ゐ
る
。
そ
の
視
額
は
一
定
し
て
居
て
常
初
墾
首
ご
佃
戸
ご
の
間
に
定
め
た
所
に
従
ひ
、
歳

ω
作
柄

の
山
即
日
凶
や
時
勢
の
制
捜
還
に
依
っ
て
幾
百
島
す
る
こ
ご
の
無
い
の
が
慣
例
で
あ
る
。
然
し
叉
生
和
正
稽
し
て
一
定
利
額

を
約
せ
な
い
で
欣
穫
に
肱

ι制
合
を
以
て
租
額
を
定
め
る
制
慣
も
無
い
ー
で
は
な
い
ー
が
、

そ
れ
は
例
外
的
で
ゐ
る
。

そ
し
て
大
租
の
義
務
者
は
扶
仲
上
は
小
和
戸

rけ
れ
ど
も
、
質
際
上
は
小
祖
戸
ご
佃
人
ご
の
契
約
に
基
き
佃
入
が

代
っ
て
大
和
戸
に
直
接
に
納
入
す
る
恨
管
に
な
っ
居
る
。

前
に
遁
ぺ
た
や
う
に
、
現
今
に
於
一
ー
は
、
大
和
戸
は
直
接
に
土
地
に
刑
判
し
て
は
何
等

ω機
利
を
有
っ
て
居
な
い

か
ら
、
小
和
戸
が
大
租
を
納
入
す
る
義
務
を
怠
る
も
解
約
を
す
る
こ
ご
が
出
来
な
い
の
み
な
ら
中
、
直
ち
に
其
土

地
又
は
牧
礎
物
に
謝
L
て
機
利
を
主
張
す
る
ニ
ご
も
出
来
な
い
。
甚
し
き
に
至
つ
て
は
大
租
戸
の
何
人
な
る
か
を

知
り
難
い
や
う
な
回
国
も
多
い
の
で
め
る
o

そ
こ
で
此
の
大
租
機
な
る
も
の
、
性
質
は
何
で
あ
る
が
さ
い
ふ
問
題
に
ぶ
つ
つ
か
る
の
だ
が
、
信
憤
調
査
曾
報

告
書
に
は
「
其
法
律
上
ノ
性
質
如
何
我
内
図
法
-
一
』
之
-
一
比
ス
可
キ
権
利
ナ
U

地
役
棟
二
義
務
者
山
唯
権
利
者
ノ

淵輩出 回報告書上巻百三 l三一ーピl三寸・八百。 [1']弟二I'HU世帯活」巷凹三

人間.i.~( 0 鈴本氏『本品の土地制!主に就て q一一一一一ー二国。

J 2) 

，・・ "w1.. ~. 



或
行
柏
崎
ヲ
許
容
V

又
之
ヲ
妨
タ
可
キ
行
骨
岬
ヲ
錦
す
す

U
F

ノ
義
務
ヲ
有
ス
U
F

毛
ノ
ユ
一
過
キ
サ
V

A

大
租
-
一
比
ス
ル
ヨ

ト
ヲ
得
λ

若
夫
レ
之
ヲ
外
国
法
-
一
求
ム
レ
ρ

英
国
法
ノ
問
自
陣
nr日
向
。
叉
溺
逸
法
ノ

HWE口
白
仲
山
蓋
之
-
一
時
似
セ

士
宅
，
ノ
ナ
9
唯
北
(
同
時
ナ

wρ
比
等
』
何
レ
モ
皆
土
地
ト
直
接
ノ
関
係
ヲ
有
ジ
義
務
者
』
土
地
ノ
牧
獲
中
ヨ
リ
其
義

務
ヲ
履
行
γ
叉
』
共
土
地
ヲ
以
-Y
共
義
務
ノ
融
制
保
ト
柏
崎
旦
ニ
反

v
大
租
構
ρ

会
ク
土
地
ト
直
接
ノ
闘
係

T
ク
金
ク

小
組
戸
其
人
-
一
割
旦
W

様
利
ナ
リ
人
中
略
)
則
大
租
雌
』
来
ヨ
リ
〆
債
擁
ナ
9
ト
雌
ト
毛
然
カ
毛
普
通
ノ
債
権
ノ
如
ク

共
致
力
条
ク
相
劃
的
一
一
限
ラ
P

Y

毛
ノ
ニ
非
2

何
人
ト
雌
毛
大
租
椎
ノ
占
布
ヲ
得
タ
ル
者
』
償
措
者
ト
骨
珂
w
y
何
人

ト
蝶
ト
毛
小
租
繍
ヲ
占
有
ス
W

者
ρ

債
務
者
ト
錦
リ
此
範
囲
内
品
於
ア
ヴ
北
(
債
権
ノ
内
容
山
之
ヲ
第
三
者
ヱ
封
抗

m吋

v
得
可
キ
モ
ノ
ト
月
い
ご
誼
い
て
居
品
。
要
す
る
に
一
間
特
異
な
権
利
ご
見
る
外
は
な
い
ゃ
う
で
ゐ
る
。

究
に
小
租
橋

ω性
質
に
つ
い
て
は
『
法
理
上
之
ヲ
一
去
へ
川
之
ヲ
債
櫨
(
小
作
機
)
ト
認
メ
サ
ル
ヲ
得
ス
然

ν
ト
毛

叉
(
こ
占
有
ρ

官
時
己
-
一
佃
戸
三
在
リ
ノ
タ
戸
毛
ノ
ノ
如
ク
(
二
)
叉
其
様
刺
不
明
山
期
限
ニ

uv-
プ
氷
逮
-
一
縦
縞
ユ
可
キ

毛
ノ
ト
U

合
一
)
且
佃
戸
ρ

自
由
-
一
其
土
地
ノ
耕
作
方
法
ヲ
定
メ
自
由
ニ
果
質
ノ
牧
盆
ヲ
混
ユ
ヨ
ト
ヲ
得
h
p

戸
毛
/

ナ
ド
A

名
』
小
作
雄
ナ

ν
ト
毛
一
一
概
強
力
ナ
ル
永
小
作
能
-
-
u
v
-
一7
蛍
附
巳
-
一
物
権
F
W
ノ
要
素
ヲ
具
備
セ
ル
毛
/

一一一一日合，>

正
設
明
し

τゐ
品
。
此
方
は
大
税
雌
に
比

L
遥
か
に
擁
利
の
性
質
が
明
瞭
で
、
賞
初
か
ら
所
有
権
に
近
吉

永
小
作
機
的
山
も
の
で
め
っ
た
己
見
て
大
過
な
い
。
却
も
其
権
利
の
内
容
ご
し
て
は
一
小
租
戸
は
其
土
地
の
占
有

を
有
し
之
を
他
人
に
賃
貸
せ
る
場
合
に
も
現
今
普
泌
の
賃
貸
闘
係
に
於
て
所
省
者
の
有
す
べ
き
占
有
は
小
租
戸
よ

ナ

y
」

接

第
二
十
六
巷

論

官
量
制
岬
山
小
作
制
度

E
四
七

集
問
抽
田

ヒ

第 間報告書上笹百四 ~.t一-['1' 凹 l 九頁。19) 
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誼

議

第
二
十
六
嘗

第
四
就

J、

耳
四
λ

高
崎
?
小
作
制
腔

れ
を
有
す
る
叉
斗
小
租
戸
は
完
全
な
る
土
地

ω使
用
牧
盆

ω様
刺
を
有
し
助
動
仁
於
て
は
英
雄
利
は
無
制
限
で
ゐ

っ
て
、
小
組
戸
は
自
由
に
共
土
地

ω性
質
形
献
を
援
す
る
こ
己
が
出
来
叉
之
を
段
損
滅
失
せ
し
む
る
こ
正
も
出
来

る
。
又
小
租
戸
は
自
由
に
現
耕
佃
人
を
招
い
て
共
土
地
を
賃
貸

L
自
由
に
佃
人
を
麗
じ
又
如
何
な
る
契
約
で
も
締

結
す
る
を
得
る
。
そ
し
て
其
土
地
を
賎
耕
(
小
作
)
に
附
す
る
ご
き
は
其
契
約
に
基
き
小
租
を
牧
受
す
る
債
権
を
得

る
り
れ
ど
も
之
が
縛
に
老
も
其
雄
利
が
制
限
を
被
る
-
』
ご
は
無
V
の
で
あ
る
。

か
、
る
内
出
府
を
有
す
る
機
利
な
る
が
故
に
、
小
租
継
の
性
質
に
つ
い
て
は
『
小
租
戸
』
通
漏
英
悶
園
ヲ
現
耕
伺

小
租
股
受
ノ

人
ニ
賃
貸
ジ
小
租
ヲ
牧
ム
作
ノ
慣
習
ナ
ル
ヨ
ソ
此
名
ヲ
生
旦
ル
-
一
至
9
タ
戸
毛
ノ
ナ
レ
ト
屯

如
キ
川
英
機
利
/
効
力
ノ
一
二
過
キ
ス
此
機
利
ノ
内
容
効
力
一
一
依
9
7
之
ヲ
見

w
-一、

寸
小
租
機
川
直
接
-
一
土
地
ヲ
占
有
支
配
ス
ル
ノ
椛
利
-
-
v
-
7
且
第
三
者
-
一
山
首
抗
1
u
F

コ
ト
ヲ
得
従
-7
其
物
機
タ

ル
コ
ト
疑
ナ
V

コ
小
租
雄
川
大
租
義
務
ヲ
負
捻
ス
庁
ノ
外
完
全
ナ
戸
土
地
ノ
使
用
、
牧
笥
蕗
一
分
ノ
権
能
ヲ
包
合
2

グ
土
地
ニ
相
割
旦
戸
最
上
ノ
貨
櫨
タ

y
毒
機
信
慣
-
一
依
レ
円
之
ヲ
其
回
国
ノ
業
主
機
ト
認
メ
サ
P

可
-
7
z
・

杢若

夫
今
日
ノ
法
問
申
上
其
性
質
何
-
一
風
ス
可
キ
ヤ
ト
云
』
』
蓋
一
稲
ノ
負
携
附
問
所
有
権
ト
云
ア
ヲ
以
-
プ
最
三
週
嘗
ト
匁

1

可
V
」
己
解
説
し
て
あ
る
。

是
に
困
て
考
ふ
れ
ば
ぜ

現
崎
の
賀
状
に
在
つ
て
は
簡
単
に
小
租
戸
な
る
者
を
地
主
ど
見
、
そ
の
下
に
在
る
佃
人

向上百五トー 古ヨJ_+二百。

同一1:百:if.-r回 目~iï，-[--:rr.頁。第二回報告升静一笹ー::-/1どI。由宜斑子{-(七
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(
現
耕
佃
人
)
を
小
作
人
ピ
見
て
も
大
L
た
間
違
は
生
じ
な
い
の
で
ゐ
っ
て
、
要
す
る
に
現
時
の
意
味
に
於
り
る
小

作
関
係
は
こ
の
同
者
間
に
存
す
る

U

而

Lτ
品
、
の
小
作
人
た
る
佃
人
が
小
租
戸
た
る
業
主
樵
者
に
輔
副
し
て
有
す
る

椎
刺
は
そ
の
小
作
契
約
の
内
容
に
従

τ定
ま
る
も
の
に
外
な
ら
白
が
、
そ
れ
は
権
利
の
性
質
z
l一
て
は
や
は
り
普

過
の
債
権
(
賃
借
権
)
ご
し
て
の
小
作
雄
た
る
に
過
当
な
V
の
で
あ
る
。

第
三
筒

大
租
小
租
の
物
館
、
納
付
方
法
及
額

大
租
は
何
に
依
て
納
め
ら
れ
る
か
郎
も
共
物
膿
如
何
己
い
ふ
に
、
北
部
地
方
に
在
つ
て
は
嘗
初
は
皆
租
穀
(
籾

穀
)
を
以
て
し
た
の
に
っ
た
が
、
現
今
で
は
閉
じ
就
い
て
は
籾
穀
を
納
め
闘
に
つ
い
て
は
其
租
殺
伝
墾
成
省
時

ω

時
価
問
仁
換
算
し
た
金
額
を
以

τ納
む
る
憤
脅
で
ゐ
る
。
市
部
地
方
に
在
つ
て
は
本
色
(
物
納
)
を
以
て
す
る
も
の
ご

金
銭
を
以

τす
る
も
の
己
の
ニ
稲
ゐ
b
、
旧
国

ω産
出
物
又
は
そ
れ
よ
り
製
せ
ら
れ
た
る
も
の
(
例
へ
ば
祖
糖
」
を

以
て
納
入
す
る
も
の
は
本
色
を
以
て
す
る
£
い
は
れ
る
の
で
め
っ
て
、
金
銭
を
納
付
す
る
場
合
に
は
銀
計
算
に
依

る
慣
習
で
ゐ
る
。
叉
大
租
の
牧
納
は
些
凶
を
論
Ar
宇
定
額
を
以
て
す
る
も
の
ご
牧
穫
高
金
一
円
止
の
比
率
に
依

τ大

小
租
業
主
聞
に
分
即
す
る
も
の
ど
の
こ
方
法
が
め
る
。
前
者
を
硬
祖
叉
は
死
祖
、
鋭
租
、
結
定
祖
己
い
ひ
、
後
お

を
拙
得
分
牧
の
租
法
ど
い
ふ
(
軟
租
、
生
租
、
活
和
な
ど
ど
も
い
ふ
)
-
」
ご
は
南
北
共
通
で
あ
る
c

大
祖
の
租
卒
以
定
額
の
も
の
は
墾
成
嘗
時
に
於
て
地
味

ω肥
潜
水
利
の
有
無
等
を
掛
酌
し
て
定
め
た
も
め
で
一

J品

叢

第
ニ
十
六
血
管

j， 

謹
憾
の
小
作
制
皮

五
四
九

節
制
鉱

都-[f~1報告茜上容百五一t 七日。

第二回報告書鉱ー桂一0:;;:耳。調査一斑百三 1-三百。

同上。鈴木氏前掲書一三百。
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殉

議

盛
時
釦
小
作
制
度

第
二
十
六
番

五
五
O

第
四
拙

む

定
の
様
準
は
な
い
u

が
、
凡
そ
の
会
牧
穫
の
十
分
一
を
以

τ標
準
Z
し
之
を
上
中
下
の
三
等
に
分
つ
を
例
ご
す
る
。

郎
も
上
回
入
石
、
中
田
六
石
、
下
回
四
石
。
上
園
六
石
、
中
園
悶
石
、
下
園
一
一
石
を
定
例
正
す
る
。
そ

Lτ
定
ま的

っ
た
租
率
は
歳
の
豊
凶
、
桃
利
者
者
〈
は
義
務
省
の
鎚
翠
等
に
依
り
増
減
改
正
す
る
を
得
ざ
る
を
原
則
苫
す
る
引

抽
的
視
に
於
け
る
大
小
和
戸
分
牧
的
割
合
は
一
九
抽
的
帥
も
一
吉
九
の
割
合
に
分
け
る
も
り
ご
一
九
五
抽
的
印

二
人
抽
的
、
三
七
抽
的
ご
い
ふ
の
も
あ
る
凶

も
一
五
正
入
五
ご
の
割
合
に
分
け
る
も
の
が
最
も
多
い
。

次
に
小
視
の
物
鵠
に
つ
い

τ見
る
に
、
小
租
正
し
て
佃
人
よ
h
業
主
に
給
付
す
る
も
の
に
も
本
色
Z
銀
納
ご
が

ゐ
る
が
、
概
し
て
岡
に
つ
い
て
は
本
色
を
以
て
す
る
も
の
、
知
〈
、
闘
に
つ
い
て
は
銀
納
が
多
い
Q

そ
し
て
小
租

牧
納
の
方
法
に
つ
い
て
、
盛
尚
土
人
は
其
方
仲
間
の
回
調
る
に
依
・
り
貸
借
の
名
義
を
分
つ
-
』
ど
が
あ
る
。

一
を
照
耕
Z

h-ひ他
を
作
分
、
抽
得
又
は
分
牧
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。
比
百
四
別
に
つ
い
て
醤
憤
調
資
合
第
二
同
報
告
書
に
は
『
暫

ク
本
島
人
ノ
陳
述
z

p
所
ヲ
聞
ク
-
一
日
夕
賎
ト
穣
ス
ル
ρ

租
額
確
定
γ
存
耐
胴
(
縦
?
)
期
間
定

7
9
且
立
契
ヲ
要
旦

ル
毛
ノ
ヲ
一
五
k

反
之
作
分
.
抽
得
又
ρ

分
牧
ト
云
フ
二
期
間
ノ
定
ナ
ク
立
契
セ
旦
小
作
料
』
牧
獲
高
ヲ
或
一
定
ノ

比
例
ヲ
以
ア
仰
人
及
業
主
問
ニ
一
分
配
λ

戸
壬
ノ
ヲ
云
ア
ト
叉
或
地
方
-
-
A

昔
相
川
地
ー
ル
ヨ
叫
ノ
V
-
プ
賎
』
縛
ナ
η
ノ叉

』
縛
死
ナ
H
ト
穆
A

W

方
言
ア

P
其
意
賎
耕
ヲ
約
ジ
毎
年
若
干
ノ
杭
額
ヲ
定
タ
ケ
r
キ
』
豊
凶
-
一
閲
セ
ス
之
ヲ
納

付
セ
サ
U
F

可
ラ
サ
ル
戸
束
縛
ア

y
反
之
作
分
二
ヰ
ニ
且
見
凶
ア
戸
毛
一
定
ノ
比
率
ヲ
以
-
ア
業
主
ト
佃
人
ト
ノ
問
-
一
分
配

ス
b
y

カ
故
品
目
相
封
的
-
一
損
失
ヲ
家
声
コ
ト
ナ
ジ
ト
一
耳
フ
ユ
在

y
而
ジ
-Y
前
者
ヲ
硬
租
、
死
利
等
ト
稽
ジ
此
偶
者
ヲ
拍

第一間報告書 t告百五十八百。第二問調H!~;作品 _j!;_r nl1。

鈴木氏前掲喜四百。
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得
杭
生
税
等
ト
稀
1
y
ヨ
ト
大
税
ト
岡
持
b
F

コ
ト
ナ
ジ
」

E
設
い
て
ゐ
る
o

そ
し

τ賎
耕
ピ
作
分

Zω
磁
別
は
た
い

北
(
呼
稀
を
回
調
に
す
る
村
い
け
の
こ
ご
で
其
法
律
上

ω性
質
は
皆
賃
貸
借
の
債
椛
闘
係
た
る
ニ
ピ
疑
な
L

Z
し

τ
あ

スu
・0小

租
の
租
額
は
益
〈
回
図
的
肥
静
水
刺
の
使
否
等
土
地
の
有
す
る
性
質
及
び
芸
経
済
欄
倣
の
大
小
に
よ
hd
叉
経

済
界
の
放
況
や
業
主
Z
佃
人
ご
の
寅
際
関
係
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
大
租
の
場
合
の
や
う
に
大
髄
の

標
準
の
定
ま
っ
た
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
小
租
額
を
定
め
る
に
は
小
作
地
の
全
匝
域
に
つ
い
て
こ
れ
を
協
定
し
、

小
作
人
は
小
作
地
に
附
随
す
る
佃
磁
{
住
家
及
農
作
小
屋
等
)
を
も
併
せ
借
用
す
る
を
怖
さ
す
る
か
ら

小
租
額
の

中
に
は
仰
獲
の
家
賃
共
敷
地
々
代
等
を
も
包
合
す
る
。
叉
小
作
契
約
を
匁
す
賞
時
に
敷
金
郎
も
小
作
料
の
保
諮
企

ご
し
て
積
地
銀
な
る
も
の
を
出
す
慣
習
の
あ
る
所
か
ら
其
横
地
銀

ω額
の
多
少
に
依
っ
て
も
小
租
額
に
影
響
が
あ

る
。
某
他
な
は
大
租

ω多
森
、
水
祖
の
有
無
・
交
通
の
使
否
等
に
依
っ
て
も
小
租
額
は
回
調
る
凶

併
し
大
趨
に
於
て
、
普
通
の
放
況
己
見
ら
れ
る
所
に
よ
れ
ば
、
北
部
地
方
で
は
、
旧
一
甲
に
つ
き
籾
約
六
石
乃

至
五
十
石
(
我
コ
一
石
入
斗
乃
至
三
十
一
石
七
斗
)
畑
一
甲
に
つ
き
約
五
回
乃
至
三
十
五
回
で
ゐ
っ
た
。
南
部
地
方
で

は
籾
下
回
五
石
乃
至
十
石
(
我
三
石
二
斗
乃
至
六
石
四
斗
)
中
田
二
十
石
内
外
(
我
十
二
石
八
斗
内
外
)
上
回
三
十
五

石
(
我
二
十
二
石
岡
斗
)
で
ゐ
h
、
畑
は
下
畑
十
囲
内
外
、
中
畑
二
十
園
内
外
、
上
畑
三
十
周
乃
至
四
十
闘
で
あ
っ

た
ご
記
古
れ

τ居
る
凶

論

躍

壷
海
市
小
判
制
度

第
二
十
六
港

1i 
宜

第
四
腕

第二回報告書部ー雀 J 二大真。

第一間報骨書上笹百大寸大真。

鈴木1(;前稿吉一八百。
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菰

叢

第
幽
腕

盈
欄
明
白
小
作
制
麗

第
二
十
六
巻

主孟

亙

拍
的
租
に
つ
い
て
業
主
ご
佃
人
己
的
分
牧
の
割
合
は
、
五
分
五
分
の
割
合
に
す
る
も
の
(
封
竿
均
分
)
業
主
四
分

伺
人
六
分
、
業
主
六
分
倒
人
四
分
の
倒
合
に
分
け
る
も
の
等
が
あ
る
。

要
す
る
に
小
租
に
つ
い
て
は
其
額
や
卒

ω
定
め
方
は
慣
朝
日
上
色
々
に
な
っ
て
居
て
大
租
に
於
け
る
よ
b
も
妹
態

は
複
雑
で
ゐ
る
o

然

L
小
組
帥
慌
の
性
質
内
容
等
に
つ
い
I

て
は
、
其

ω成
立
嘗
附
は
小
作
機
的

ω性
質
の
も
の
で
ゐ

っ
た
に
し
て
も
、
後
に
は
殆
ん
ど
完
全
な
所
有
機
に
近
い
も
の
さ
な
っ
て
し
ま
ひ
、
従
て
蛍
初
は
大
祖
も
小
祖
も

共
に
小
作
料
的
な
性
債
を
有
っ
て
居
た
仁
し

τも
、
体
制
じ
は
前
者
以
租
税
正
し
て
の
公
法
的
な
性
質
の
も
の
ご
な

b
小
租
の
み
が
小
作
料
ご
し
て
の
性
質
を
有
す
る
こ
ピ
に
な
っ
た
か
ら
、
現
在
の
肇
憾
の
小
作
制
に
つ
い
て
研
究

す
る
に
嘗
つ
て
は
、
小
租
の
性
質
ゃ
、
北
(
納
付
の
方
法
や
其
額
若
〈
は
率
の
定
め
方
な

rは
肢
も
注
意
ぞ
要
す
る

次
第
で
あ
る
。

第
四
章

f旧

日
同
川

口
M
M
P

係

第
一
節

佃
の
沿
革
及
意
義

壷
糠
に
於
て
は
庚
〈
小
作
閥
係
を
佃
闘
保
亘
い
ふ
の
で
ゐ
る
が
・

そ
の
閥
係
は
前
に
明
が
に

L
た
や
う
に
港
く

蘭
人
古
銭
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
め
る
。
蛍
時
の
人
民
は
皆
王
四
の
小
作
人
で
あ
っ
た
。
鄭
氏
時
代
に
於

τ
同上。24) 
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も
蘭
人
時
代
の
王
国
に
つ
い
て
は
官
佃
主
義
を
繊
縛
し
た
。
叉
鄭
氏
の
宗
黛
文
武
官
は
士
牒
の
有
力
な
る
も
の
さ

カ
を
協
せ
招
佃
懇
耕
し
て
其
田
を
花
田
己
稀
し
小
民
を
し
て
之
を
小
作
せ
し
め
た
。
憂
出
問
が
清
岡
山
り
傾
有
に
蹄
し

て
か
ら
は
官
佃
主
義
は
厳
せ
ら
れ
、
官
有
地
の
小
作
関
係
は
消
滅

L
、
佃
人
は
大
抵
土
地

ω業
主
ご
な
っ
た
が
、

其
代
h
墾
戸
ご
伺
戸
ご
の
閲
係
を
生
一
じ
、
初
は
墾
戸
を
土
地
の
華
+
吉
し
た
が
、
後
に
は
佃
戸
は
土
地
の
白
樺
を

得
て
し
ま
っ
た
。
其
れ
ご
同
時
に
移
民
の
来
住
は
盆
々
多
き
を
加
へ
四
国
不
足
す
る
に
至
っ
た
か
ら
佃
戸
の
下
に

更
に
現
耕
伺
人
を
生
じ
て
後
二
者
の
聞
に
小
作
開
係

ω生
十
る
に
至
っ
た
こ
芭
は
慨
に
過
ベ
た
通
り
で
ゐ
る
。

れ
ば
現
時
の
意
味
に
於
け
る
小
作
の
超
一
克
は
壷
隊
農
業
後
迩
の
第
二
期
に
嵐
す
る
も
の
古
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

然
h
b
ば
佃
己
は
同
車
し
て
如
何
な
る
異
意
義
の
も
の
で
ゐ
る
か
ご
い
ふ
に
、
奮
慣
調
査
曾
報
告
書

ω一
市
す
所
に
よ

舗

れ
は
、
仰
の
本
義
は
土
地
を
耕
輔
岬
す
る
を
行
対
を
指
す

Z
L
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
相
調
的
の
意
味
の
も
の
正
な
し
上

地
的
業
主
に
謝
し
て
伺
人
ご
呼
ぶ
に
雫
っ
た
の
は
後
世
的
思
明
治
に
か
、
る
も
の
だ
ご
の
一
こ
さ
下
あ
る
。
そ
れ
に
又

峯
尚
に
於
て
は
佃

ω字
は
民
義
に
解
せ
ら
れ
回
困
は
同
よ
h
底
地
、
応
屋
、
坤
測
に
至
る
ま
で
荷
も
業
主
以
外
の

者
が
・
」
れ
を
訓
作
し
た

h
使
用
し
た
ち
し
て
利
盆
を
享
受
す
る
位
置
に
在
る
ぜ
き
は
皆
》
」
れ
を
佃
ご
呼
ぶ
習
慣
に

な
っ
て
居
る
。
然
し
そ
の
一
狭
義
な
解
蒋
ご
し
て
は
、
他
人
(
小
租
戸
)
の
管
業
に
係
る
闘
闘
の
小
作
を
い
ふ
こ
ピ
勿

論
で
あ
る
。
従
て
小
稲
戸
に
し
て
自
作
す
る
も
の
は
佃
で
は
な
い
o

尤
も
共
起
元
に
於
て
は
小
租
戸
は
大
祖
戸
か

ら
佃
機
を
得
た
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
現
時
仁
於
て
も
大
租
戸
か
ら

L
て
は
小
秘
戸
を
佃
人
吉
か
佃
戸
ご
か
呼
h
出
羽
田

論

諜

盛
時
的
小
作
制
度

第
二
十
六
告

ま正
五

第
四
説

さ
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論

議

選
時
四
小
作
制
度

第
二
十
内
容

五
瓦
凹

第
四
旗

凹

慣
が
な
い
で
は
な
い
。
叉
或
場
合
に
は
小
粗
擁
立
誠
波
を
稀
し
て
浪
一
耕
ご
い
ひ
恰
も
耕
作
権
の
移
叫
な
る
が
如
(

に
見
ら
れ
る
け
れ

E
も
、
之
れ
亦
沿
革
に
出
づ
る
に
過
ぎ
な
い
ご
の
こ
Z
で
あ
る
。

第

Ei!i 

普

通

の

佃

闘

係

前
節
に
一
不
す
如
〈
佃
ご
い
へ
ば
皆
耕
作

ω潟
め
に
す
る
土
地

ω貸
借
で
あ
る
が
、

そ
の
佃
に
は
二
叩
刊
の
恒
別
が

ゐ
品
。

一
は
土
地
の
長
期
貸
借
で
め
っ
て
、
仰
川
怖
者
は
土
地
そ
の
も
の
に
罰
す
る
桃
利
を
取
得
し
共
法
律
関
係
は

物
機
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
ゐ
る
o

之
を
永
伺
ご
い
ひ
内
地

ω永
小
作
聞
係
ご
同
一
一
知
に
崩
す
る
。
他
は
間
半
純

な
る
土
地
の
貸
借
で
あ
っ

τ、
佃
人
は
業
主
に
劃
し
て
土
地
使
則

ω債
権
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
を
普
通
仁

佃
正
い
ひ
内
地
の
普
通
の
小
作
同
様
で
あ
る
。

本
節
仁
於
て
は
普
通

ω佃
刷
係
仁
つ
い
て
見
.
永
倒
闘
係

ω
こ
己
は
次
節
に
於
て
述
べ
る
o

佃
聞
係
は
謂
ふ
迄
も
な
〈
業
主
ご
佃
人
吉
一
り
間
の
契
約
に
依

τ成
立
つ
の
に
が
、
英
契
約
は
口
湖
に
依
る
も
の

大
部
分
を
占
め
、
書
面
に
よ
る
の
は
租
毅
若
〈
は
机
銀
に
つ
い
て
後
日
紛
議

ω生
宇
る
恐
ゐ
る
も
の
さ
か
、
契
約

の
確
貨
な
る
こ
子
伊
』
希
望
す
る
特
別
り
事
情
ゐ
る
者
り
問
に
於

τ-」
れ
を
見
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
花
。

佃
山
岡
的
物
己
し
て
は
普
通
的
岡
図
は
岡
よ
b
の
一
}
ピ
藤
岡
、
補
地
、
山
場
、
品
川
楓
等
に
つ
い
て
も
脅
仰
契
約

が
結
ば
れ
得
る
。
尤
も
山
場
や
補
地
は
其
開
忽
を
目
的
ご
す
る
の
が
多
ゃ
か
ら
契
約
上
の
期
限
長
〈
永
佃
閥
係
の



成
立
つ
の
か
多
い
o

叉
茶
闘
魚
温
等
に
は
刊
常
務
又
は
現
嘆
の
附
崩
す
る
場
合
が
ゐ
っ
て
、

ニ
れ
等
も
亦
伺
の
目
的

物
ど
な
り
得
品
。

佃
の
期
間
に
闘
す
る
慣
習
は
三
年
五
年
己
い
ム
や
う
な
短
期
な
る
が
多
〈
、
稲
に
十
年
以
上
古
い
ム
や
う
な
の

も
あ
る
o

叉
期
間
に
閥

L
て
は
何
等
明
示
的
な
約
歎
の
な
い
も
の
が
少
〈
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
等
は
永
佃
閥

係
で
は
な
〈
却
っ
て
何
時
に
て
も
解
約
す
る
こ
ご
の
出
来
る
も
の
ご
考
へ
ら
れ
る
を
例
古
す
る
が
、
賃
料
が
滞
な

〈
納
め
ら
れ
て
行
り
ば
随
分
長
年
に
捗
っ
て
佃
凶
係

ω総
鋭
ゼ
ら
れ
る
の
が
質
際
に
は
多
い
。

佃
関
係
が
成
立
て
ば
、
佃
人
は
一
定
の
緋
利
を
得
る
ご
同
時
仁
義
務
を
負
捻
す
る
。
先
づ
佃
人
の
様
刺
方
商
に

舗

つ
い
て
見
る
に
、
佃
人
以
北
(
小
作
期
間
内
は
自
由
に
共
同
国
を
耕
作
し
牧
盆
す
る
こ
ご
を
得
、
叉
其
田
園
に
附
随

せ
る
悶
務
で
共
に
借
受
け
た
る
も
の
に
居
住
し
且
其
附
風
物
を
利
用
す
る
こ
ご
を
得
る
。
耕
作
股
盆
又
は
利
用
の

方
法
は
佃
人
自
由
に
こ
れ
を
定
む
る
を
得
る
け
れ

X
L、
回
困

ω性
質
形
肢
を
畿
じ
た
h
田
川
換
を
改
築
す
る
に
は

必
や
業
主
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
回
出
常
R
A
附
腿
物
の
修
理
は
佃
人
じ
於
て
こ
れ
を
負
拾
す
る
の
が
普
通

ど
が
、
此
貼
に
閲
し
て
は
反
封

ω約
束
を
す
る
こ
ど
を
妨
げ
な
い
。
叉
回
国
そ
の
も
の
に
関
し
で
も
其
保
存
は
仰

人
の
義
務
で
ゐ
っ
て
、
事
畿
に
図
工
荒
廃
す
る
も
納
租
の
義
務
の
弛
除
又
は
減
額
を
請
求
す
る
-
』
ご
を
得
な
い
の

が
通
例
で
あ
る
。

倒
人
の
権
利
は
業
主
の
承
諾
な
〈

L
て
は
之
を
蕗
分
し
又
は
特
貸
す
る
を
得
ぎ
る
を
原
則
己
す
る
o
若
し
並
(
承

論

韓

盛
時
自
小
作
制
度

第
二
十
六
砦

五
五
五

第
四
艇

五

j主Ei干ft~一回報告書 l 在二百七卜七真。第二同制告書ft~ 巷六一八目。調査

六十六ri。
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論

議

宜
軍
掴
岬
申
小
作
制
度

~ 
p、

第
二
十
六
巷

五
五
六

第
四
腕

請
を
経
て
樽
貸
す
れ
ば
新
佃
人
之
に
代
つ

τ直
接
に
業
去
の
佃
人
ご
な
る
。

土
地
の
業
主
は
伺
人

ω承
諾
を
経
な
い
で
其
問
闘
を
彪
分
す
る
を
得
る
を
原
則
正
し
、
新
業
主
は
た
♂
」
へ
佃
契

約
期
限
内
ご
い
へ
ど
も
佃
人
を
撤
退
す
る
を
得
る
慣
習
で
ゐ
る
が
、
豪
憾
で
は
普
通
早
稲
ご
晩
積
立
二
期
作
に
な

っ
て
居
h
雨
者
を
合
せ
て
一
農
期
吉
な
る
例
村
い
か
ら
、
比
(
巾
悶
に
偶
人
を
換
へ
る
こ
ご
は
困
難
で
、
従
て
少
〈
ご

も
晩
稲
の
牧
穫
を
終
る
迄
は
禽
佃
人
が
引
縞
き
耕
作
す
る
こ
ご
に
な
る
o

尖
に
佃
人

ω義
務
の
方
一
仰
に
つ
い
て
見
る
に
、
共
主
た
る
義
務
は
謂
ム
迄
も
な
〈
小
祖

ω納
付
で
あ
る
o

小
和

の
額
は
聞
に
在
つ
て
は
物
納
で
る
一
枚
穫
の
十
砂
四
乃
至
L

ハ
を
普
通
ご
す
る
が
、
佃
人

ω取
得
は
通
常
そ
の
一
年
内

ω縮
に
も
不
足
勝
で
ゐ
る
に
加
へ
て
、
米
側

ω後
勤
や
時
々
の
災
害
は
佃
人
の
生
活
を
困
難
に
陥
れ
し
め
る
。
租

穀
又
は
租
銀
の
納
入
時
期
は
土
地
的
問
類
、
地
方
々
々
の
慣
習
・
契
約
の
如
何
等
に
依
て
同
一
慌
で
な
い
が
、
先

校
後
耕
の
も
の
ご
先
耕
後
税

ωち
の
ご
二
つ
に
分
ち
得
ら
れ
る
。
前
者
は
忽
年
度
分
を
本
年
陰
M
M
十
二
月
中
に
納

入
し
、
品
偶
者
は
牧
穫
を
給
っ
た
時
に
納
入
す
る
ο

邸
も
多
〈
は
陰
暦
十
二
月
中
を
以

τ其
時
期
ご
す
る
。
但
園
地

に
在
て
は
努
年
二
、

三
月
岡
引
を
以

τ納
入
期
芭
す
る
も
の
も
少
〈
な
い
。
そ
し
て
前
者
は
土
地
肥
沃
で
そ
の
需
要

の
多
い
場
合
に
行
は
れ
、
後
者
は
土
地
解
務
で
そ
の
需
要

ω少
い
場
合
に
行
は
れ
る
o

契
約
上
的
視
穀
叉
は
和
銀
は
年
的
豊
凶
に
狗
ら
守
之
を
納
入
す
ぺ
き
も
り
ご
な
っ
て
居
る
こ
ご
は
前
に
示
L
た

通
り
に
が
、
水
中
古
早
損
等

ω場
人
口
「
い
は
業
主
ご
佃
人
ピ
立
曾
山
戸
上
で
之
を
減
額
す
る
こ
£
が
ゐ
る
。
叉
業
主
が
減

釦 回m.告司j:_H:長二百 t 十八百。第二間報告古j第一審六ニーOio調査一斑百

大十プミ頁。
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額
L
な
レ
で
も
貨
際
に
於
て
納
入
し
な
い
例
は
多
い
。

伺
入
は
小
祖
の
外
に
向
ほ
契
約
に
よ
り
大
租
、

水
祖
、
蕃
租
、
庄
巾
科
波
(
庄
費
)
並
(
他
衛
生
保
叩
等

ω費
用
を

負
携
す
る
の
が
寧
ろ
週
前
で
あ
る
。
然
し
子
-
れ
等
は
業
主
に
代
h
納
入
す
る
こ
ご
を
約
し
た
ま
で
で
自
己
岡
有
り

負
擦
で
は
な
い
o

郎
も
こ
れ
に
臆
じ
て
小
和
額
を
減
宇
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

大
健
以
上
の
一
?
フ
で
ゐ
る
hr-b
、
皆
週
内
佃
閥
係
に
於
け
る
桃
利
義
務
は
業
主
J
L

伺
人

ε
の
間

ω偵
樵
偵
務
た

る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
佃
人

ω
雌
利
は
旧
同
そ
り
も
の
に
謝
す
る
物
礎
的
の
も

ω
で
な
い
の
で
め
る
。

第
三
節

永

f回

陸自

係

普
通
山
佃
開
削
係
以
外
に
土
地
の
長
期
的
貸
似
を
‘
均

L
、
佃
様
者
は
土
地
そ
の
も
の
に
射
す
る
権
利
を
取
得
し
、

北
(
雌
利
は
ヨ
』
れ
ef
倒
凶
偶
者
仁
於
て
白
山
仁
蕗
分
す
る
こ
ご
を
待
・
共
土
地
の
業
主
に
持
見
ゐ
る
も
伺
械
者
は
そ
り

権
利
を
新
業
主
に
劉
抗
す
る
を
得
る
所
の
永
倒
闘
係
が
あ
る
。
然
L
斯
〈
の
如
き
永
仰
附
係
は
北
H

は
多
か
っ
た
け

れ
ど
逗
山
吋
に
於
て
は
前
か
ら
む
什
縦
す
る
も
の
以
外
に
は
耕
に
設
定
せ
ら
れ
る
も
の
は
少
い
o

引
量
絢
の
永
佃
閲
係
は
た
い
V

其
期
聞
が
比
較
的
長
い
ご
い
ふ
万
り
で
は
い
け
な
い
o

永
伺
又
は
永
酬
明
た
る
に
は
其

期
間
は
原
則

Z
L
て
永
遠
無
窮
な
る
ヨ
』
ご
を
要
す
る
正
す
る
の
が
一
般
の
概
念
で
あ
る
。
然
l
一
同
時
に
又
共
期
間

は
氷
遠
畑
山
川
市
別
な
ら
5
る
も
品
川
は
永
佃
記
し
て
物
権
的
機
利
を
有
す
る
も
の
ご
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
も
ゐ

論

議

裏
目
聞
の
小
作
制
度

第
二
十
六
容

有
一
血
七

部
凹
蹴

七

!~。第二回目i告書部ー巷五九 -h'Î'úー l副主~告書」世二百八 l 一一二百八[
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論

叢

ノ、

」

盛
時
四
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

五
五
λ

第
四
挽

る
。
郎
も
貸
借
期
間
仁
長
短
の
別
ゐ
る
は
、
堤
義
生
の
原
闘
に
業
迷
あ
る
が
潟
で
あ
っ
て
、
従
て
之
よ
み
り
生
十
る

雌
利
の
熱
力
に
強
弱
の
差
を
生
じ
、

長
期
聞
を
約
し
た
る
佃
聞
係
は
土
地
共
物
に
謝
す
る
闘
係
が
一
層
密
接
な
る

も
の
が
あ
る
の
で
ゐ
る
の

併
し
何
れ
に
し
て
も
永
佃
雄
吉
い
へ
ば
、
佃
人
が
耕
作
又
は
牧
畜
等
の
目
的
の
怨
に
他
人
的
土
地
の
上
に
榔
利

を
取
得
し
、
英
雄
利
は
之
を
第
三
者
に
劃
抗
す
る
を
得
、
且
こ
れ
を
資
良
川
典
す
る
も
白
山
な
る
場
合
に
限
る
べ

き
も
の
で
ゐ
る
G

期
〈

ω如
言
聞
係
は
査
機
で
は
憤
刑
目
上
主
ピ

L
て
、
水
仰
又
は
一
一
点
加
を
約
L
其
期
附
の
氷
認
知
梨

な
る
も
の
若
く
は
十
年
二
十
年
古
い
ふ
や
う
な
長
い
期
聞
を
約
L
た
佃
刷
係
仁
於
て
見
ら
れ
る
o

永
仰

ω設
定
以
昔
日
地
叫
倒
的
設
定
t
異
る
所
な
〈
官
事
者
的
契
約
の
み
に
依
て
匁
3
れ
得
る
。
そ
[
て
昔
は
た

ャ
口
頭
の
約
束
で
成
立
つ
も

ωが
多
か
っ
た
。
契
字
(
文
書
)
を
別
ゐ
た
る
も

ωに
在
て
は
、
業
主
か
ら
交
付
し

た
も
の
は
、
抑
制
賎
、
招
側
、
招
刻
、
許
賎
等

t
い
ひ
、
佃
人
か
ら
交
付

t
た
も
の
は
佃
耕
、
認
殿
、
認
佃
等

t
呼

ぴ
、
共
他
た
い
山
平
に
賎
ザ
ご
い
ひ
若
〈
は
ん
口
約
字
、
約
字
等
ご
も
い
ひ
、

一
定

L
た
こ
芭
は
な
か
っ
た
。
契
約
文

書
の
内
容
に
依
て
之
を
判
断
す
る
外
は
な
-
い
の
で
あ
る
。

小
作
料
は
永
仰
に
於
て
も
や
は
り
賎
倒
又
は
賎
枕
ご
い
ひ
租
銀
、
税
銀
、
租
谷
・
租
-
来
等
の
名
も
川
ゐ
ら
れ
、

永
倒
闘
係
仁
於
て
も
そ
の
設
定
ピ
共
に
之
を
定
む
る
を
例
Z
す
る
。

前
に
一
言
し
た
や
う
に
、
近
時
の
状
態
己
し
て
は
長
期
の
佃
闘
係
を
契
約
す
る
も
の
は
、
普
通
の
回
闘
に
は
共

-.・



例
少
〈
、
た
い
Y

佃
人
に
於
て
北
・
土
地
に
謝

L
多
〈

ω資
本
ぐ
に
努
力
ご
を
要
す
る
場
合
に
過
ぎ
な
い
。
従
て
そ
れ
は

多
〈
は
開
銀
耳
等
の
行
は
れ
る
場
合
で
ゐ
る
。
そ
れ
ご
同
時
に
永
仰
川
剛
係
は
側
関
係
の
確
貨
な
る
全
姿
ず
る
場
合
に

約
さ
れ
る
こ
ご
が
少
(
な
い
。
共
質
例
は
山
中
岡
の
賎
机
な
V
」
に
於
て
児
る
こ
ご
が
出
来
る
。
併
し
必
仁
一
々
摘
録

す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

さ

τ以
上
述
ぷ
る
所
は
大
髄
清
川
明
傾
有
期
ま
で
の
慣
行
で
あ
る
が
、
申
噴
出
聞
が
我
が
領
有
仁
蹄
[
て
か
ら
も
、
向

は
大
租
戸
、
小
和
戸
、
現
耕
側
人
ご
相
分
れ
た
る
も
の
、
布
在

L
叉
佃
閥
係
な
る
も
の
、
存
在
す
る
欣
態
が
続
レ

τ局
た
o

然
る
に
児
玉
総
針
は
明
治
」
一
十
六
年
以
来
大
和
桃
山
り
整
理
に
着
手
し
、
同
年
十
二
月
に
そ
の
第
一
歩
ご

し
て
大
租
棋
を
確
定

L
北
(
殺
に
於
付
る
大
租
桃
の
設
定
を
禁
止

L
K
。
(
明
治
三
十
六
年
十
二
月
作
令
第
九
蹴
)

次
の
事
業
ピ

L
t
は
右
的
如
く
に

L
て
一
旦
雌
定
し
た
大
租
機
を
消
滅
に
蹄
せ

L
め
た
o
(
明
治
一
一
一
寸
七
年
五

月
律
令
第
六
挽
)

を
Lτ
常
時
的
大
租
戸
に
封

Lτ
は
補
償
金
を
支
抑
ひ
其
補
償
金
額
は
大
税
制
に
議
尚
徳
皆
の

定
む
る
所
の
卒
を
来
じ

τ算
定
す
る
一
】
ご
に
し
た
。

抜
に
於
て
か
議
…
時
に
は
最
早
大
租
戸
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
正
に
な

h
、
小
組
戸
ご
現
刻
佃
人
ご
の
み
が

分
立
し
、
小
現
戸
は
完
全
な
る
業
主
ご
な
っ
た
o

-
』
れ
は
小
租
戸
の
-MH
隙
上
の
地
位
ご
民
椛
利
の
性
質
内
容
ご
が

上
に
述
べ
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
所
か
ら
見
て
、
こ
れ
を
所
有
税
者
仁
引
上
げ
る
こ

Z
が
正
蛍
t
見
ら
れ
た
か
ら

論

議

謹
時

ω
小
作
制
度

第
二
十
六
巻

五
五
九

第
凹
披

一九

-." . " 



自而

議

益
幅
岬
の
小
作
制
度

第
三
十
六
巻

五
六

O

第
四
披

。

で
あ
る
o

そ
し
て
A
1
大
租
戸
が
な
〈
な
っ

τ
Lま
っ
た
か
ら
に
は
こ
れ
に
劃

L
て
小
租
戸
の
存
す
る
理
由
も
な
〈

な
っ
た
か
ら

こ
れ
を
寧
仁
業
主
ご
い
ふ
-
』
ご
仁
な
b
、
ヌ
仰
人
に
劃

t
T』
そ
現
耕
佃
人
の
阻
別
を
認
め
る
必

要
も
ゐ
っ
た
が
、
某
元
市
部
川
り
倒
人
で
あ
っ
た
小
組
戸
が
業
主
縦
者
ご
な
っ
て
鬼
れ
ば
、
現
刺
側
人
は
た
い
V

こ
れ
を

そ

ω
来
主
-t
佃
人
ご
の
聞
に
仰
捌
一
保
E
い
ふ
小

側
人
ご
い
へ
は
よ
い
こ
ご
に
な
っ
た
。
そ
し
て
い
ふ
迄
も
な
〈
、

作
閥
係
が
成
立
つ
の
で
あ
る
。

所
が
大
正
十
二
年
二
月
か
ら
は
長
臨
時
に
も
本
島
人
間
的
親
族
相
誠
に
閲
す
る
訓
羽
以
外
的
総
べ

τ的
端
市
引
に
つ

き
民
法
が
施
行
せ
ら
れ
る
や
う
じ
な
っ
た
か
ら
・
業
主
雄
、
永
佃
椛
、
仰
雌
は
す
べ
て
所
有
権
.
永
小
作
雄
、
賃

借
権
正

L
て
取
扱
は
れ
る
こ
ご
に
な
っ
た
。
そ

L
て
桧
枠
上
で
は
業
主
ぜ
い
ふ
も
的
色
仰
人
己
い
ふ
も
の
も
な
〈

な
h
J
、
卸
ち
今
で
は
議
出
問

ω小
作
凶
係
も
内
山
川
同
伐
に
地
主
ピ
小
作
人
ご
の
間
に
成
立
つ
こ
芭
に
な
っ
た
の
で
あ

る
o

併
L
質
際
上
に
於
て
は
依
然
-
己
し
て
慣
習
の
重
ん
壱
ら
れ
る
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
(
末
完
)
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